
○四街道市市民参加条例施行規則 

平成19年3月28日 

規則第3号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(用語) 

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 

(公表の方法) 

第3条 条例の規定による公表は、四街道市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に

規定する掲示場への掲示により行うほか、市の広報紙への掲載その他周知を図るため適

切と認める方法により行うものとする。 

 

(大規模な市の施設) 

第4条 条例第6条第1項第4号の規則で定める大規模な市の施設は、その設置に係る事業費

がおおむね5億円以上の市の建築物とする。 

(平22規則24・一部改正) 

 

(審議会等) 

第5条 条例第7条第3号の規則で定める審議会等は、当該審議会等の委員定数に対する公

募による市民等の割合が2割以上ある審議会等とする。 

(平22規則24・追加) 

 

(意見提出手続) 

第6条 条例第9条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 計画等の案の名称 

(2) 計画等の案に対する意見及びその理由 

(3) 次のアからオまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからオまでに定める事項 

ア 市内に住所を有する者 住所及び氏名 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 個人の場合にあっ

ては住所及び氏名並びに事務所又は事業所の名称及び所在地、法人その他の団体の

場合にあっては事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名 

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者(以下「在勤者」という。) 氏名並びに事



務所又は事業所の名称及び所在地 

エ 市内の学校に在学する者(以下「在学者」という。) 氏名並びに学校の名称及び

所在地 

オ 計画等の案に利害関係を有するもの(以下「利害関係者」という。) 個人の場合

にあっては住所及び氏名並びに利害関係を有する事項、法人その他の団体の場合に

あっては事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名並びに利害関係を有す

る事項 

2 条例第9条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

(1) 持参 

(2) 郵送 

(3) ファクシミリ 

(4) 電子メール 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法 

(平22規則24・旧第5条繰下・一部改正) 

 

(意見交換会手続) 

第7条 条例第10条第4項の規則で定める事項は、前条第1項第3号アからオまでに掲げる事

項とする。 

(平22規則24・旧第6条繰下) 

 

(市民提案手続) 

第8条 条例第13条第1項の規定により市民提案を行おうとする者は、市民提案書(様式第1

号)及び市民提案者署名簿(様式第2号)に関係資料を添えて市の機関に提出するものとす

る。 

2 条例第13条第1項に規定する連署は、市民提案書と一体とした市民提案者署名簿に必要

事項を記載することにより行うものとする。 

3 条例第13条第3項の規定による通知は、市民提案検討結果通知書(様式第3号)によるもの

とする。 

(平22規則24・旧第7条繰下) 

 

(委員会の組織) 

第9条 条例第14条第1項の規定により設置する委員会に委員長を置き、委員の互選によっ

てこれを定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 



(平22規則24・旧第8条繰下) 

 

(委員会の会議) 

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。 

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(平22規則24・旧第9条繰下) 

 

(部会の設置) 

第11条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを選任する。 

4 部会長は、当該部会の事務を総理し、当該部会を代表する。 

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会に属

する委員がその職務を代理する。 

6 前条の規定は、部会に準用する。 

(平22規則24・追加) 

 

(委員会の庶務) 

第12条 委員会の庶務は、経営企画部政策推進課において処理する。 

(平22規則24・旧第10条繰下) 

 

(補則) 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

(平22規則24・旧第11条繰下) 

 

附 則 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成22年規則第24号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



様式第1号(第8条第1項) 

(平22規則24・一部改正) 

 

年  月  日 

 

(市の機関名) 

          様 

住所           

提案代表者 氏名           

生年月日           

電話番号           

  法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在

地、名称及び代表者の氏名 

 

 

市民提案書 

 

 四街道市市民参加条例第13条第1項の規定により、次のとおり提案します。 

 

政策等の案の名称   

政策等の内容   

政策等の目的・理由   

政策等による効果   

政策等の実施に要する費用の額及び内訳   

提案に至るまでの経緯(議論の過程、活動状況)   

添付する資料の名称   

 

 



様式第2号(第8条第1項) 

(平22規則24・一部改正) 

市民提案者署名簿 

 

年  月  日 

 

番号 住所 氏名 生年月日 備考 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

備考 

 1 氏名は自署(視覚に障害をお持ちの方が点字で自己の氏名を記載することを含みま

す。)してください。ただし、身体の故障等により自署することができない場合は、代筆を

行うことができます。この場合、備考欄に代筆の旨並びに代筆者の住所及び氏名を記載し

てください。 

 2 法人その他の団体にあっては、住所欄に事務所又は事業所の所在地を、氏名欄に事

務所又は事業所の名称及び代表者の氏名を記載してください。 

 3 在勤者又は在学者が署名する場合には、住所欄に勤務先又は通学している学校の住

所を、備考欄に在勤又は在学の別及び勤務先又は通学している学校の名称を記載してくだ

さい。 

 4 利害関係者が署名する場合には、備考欄に利害関係者である旨及び利害関係を有す

る事項を記載してください。 

 5 市民提案書とこの署名簿とが一体となっていることを確認の上署名してください。 



様式第3号(第8条第3項) 

(平22規則24・一部改正) 

 

年  月  日 

 

          様 

 

(市の機関名)           

印  

 

市民提案検討結果通知書 

 

  

 四街道市市民参加条例第13条第3項の規定により、次のとおり通知します。 

 

  

1 政策等の案の名称 

 

  

2 提出日 

 

  

3 検討結果及びその理由 

 


